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令和元年東日本台風による

川崎市市民ミュージアムの被災と
新しい「あり方」の検討

白
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1. 川崎市市民ミュージアムについて
　川崎市市民ミュージアム（以下「市民ミュージアム」）（1） 

は、市域の中心に位置する等々力緑地に、博物館と美
術館の複合文化施設として1988年11月に開館した。歴
史・民俗分野の収蔵資料を常時公開し、川崎の成り立ち
と歩みを紹介してきた他、都市文化の形成に大きな役
割を果たしてきたポスターなどの複製芸術による美術
品を多く収蔵し、公立の博物館・美術館では日本で初め
て漫画部門を設置した施設である。2017年度からは指
定管理者制度を導入し、民間事業者による管理・運営を
行っている。
　民俗、歴史、考古、美術文芸、グラフィック、写真、
漫画、映画、映像（ビデオ）の作品・資料など約 26
万点を収蔵する、地下 1 階地上 3 階建ての施設である。
1 階には映像ホール、ミュージアムショップ、2 階に
は展示室（常設・企画）、3 階にはギャラリー、アトリ
エなどを配置し、地階に収蔵庫、機械室等の主要設備
を設置している。

2. 令和元年東日本台風による被災の概要
　市民ミュージアムは、2019 年 10 月 12 日に関東地方
を通過した台風第 19 号（令和元年東日本台風）によ
り地階が浸水した。2020 年 4 月に本市が公表した検証
報告書（2）によると、市民ミュージアムが位置する等々
力緑地の浸水の原因は、多摩川が計画高水位を超える
過去にない水位になったことにより、雨水等を川に流
す放流渠から多摩川へ排水される量が減り、その影響
として自然排水区域内にある地盤高の低いマンホール
などから溢水したもの（内水氾濫）と考えられている。
　マンホールから溢水した大量の雨水は、道路等を伝
い地盤面が低い市民ミュージアム地階のドライエリア

（屋外）に流れ込み、12 日 20 時ごろ収蔵庫等につなが
る地階のシャッターを水圧により破壊し、館内に侵入
した。壁面についていた水跡を地階床面から測ったと
ころ一番高い箇所で 3.24 メートルまでに達していた。
地階の床面積が約 5,400 平方メートルあることからい
かに大量の水が流れ込んだかが分かる。機械室、電気
室など主要設備も地階にあったため、同日 21 時 40 分
には全館が停電した。

　翌 13 日 9 時 30 分より市消防局ポンプ車によるドラ
イエリアの排水作業を開始したが対応しきれない水の
量のため、市災害対策本部から国土交通省関東地方整
備局へ要請し、14 日 22 時 30 分より大型ポンプ車によ
る排水作業を開始し、5 日後の 18 日に、ようやく施設
内地階に立ち入れる状況となった。
　収蔵庫の密閉性により浸水していないことも期待し
たが、9 つの収蔵庫は全て浸水し、庫内の収蔵品や棚
は倒され、収蔵品約 26 万点のうち展示品等を除く約
22 万 9,000 点が被災してしまった。収蔵庫前通路の床
面も浸水により木の板が膨張して盛り上がり歩くこと
もままならず、しかも電気が止まっているため照明も
つかない惨憺たる状況であった。

＊川崎市市民文化局市民文化振興室

図 1　市民ミュージアム施設内への浸水状況（10 月 12 日
19時 30分から 20時）

図 2　市民ミュージアム敷地への浸水状況
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3. 文化庁への支援要請とレスキュー体制の立上げ
　浸水を受け、同月 13 日には市と指定管理者が協議
の上、当面の休館と事業の中止を決定し、翌 14 日に
は国立文化財機構文化財防災ネットワーク推進室（以
下「ネットワーク推進室」）に連絡し、収蔵庫がある
地階の浸水などの被災状況を報告した。16 日に国立文
化財機構、全国美術館会議とレスキューについて協議
を行い、文化庁への支援要請については、18 日に状況
の説明、23 日付けで救援等に係る技術的支援の要請
を行った。翌 24 日には文化庁文化財等災害対策委員
会が技術的支援の実施を決定し、文化遺産防災ネット
ワーク推進会議加盟団体から専門家の派遣が直ちに行
われた。
　市民ミュージアムは指定管理者制度を導入していた
ことから、市職員が現地に常駐しておらず、担当職員
が連日赴き、文化財機構などの外部支援団体や指定管
理者とレスキューに係る協議をしていた。しかし、体
制に限界があると同時に、本庁への報告なども滞るこ
とがしばしばあったため、23 日に指定管理者、市職員
で構成する現地対策本部を正式に立上げ、必要に応じ
て開催していた会議を一元化した。そして、現地対策
本部会議要員および連絡員を現地に配置し、現地が抱
える課題を本庁の災害対策本部（本部長：市民文化局
長）でも直ちに把握し速やかに対応できる体制を敷く
など、試行錯誤を繰り返しながらレスキュー体制を整
えていった。

4. 収蔵品レスキューの開始
　収蔵品を収蔵庫から搬出するためにまず取り掛かっ
たのは、搬出ルートの確保である。床に散乱した資料
等を片付けるとともに、盛り上がった床板の撤去、壊
れたシャッターの切断などの解体工事を行いつつ、指
定文化財、借用作品、写真、映画フィルムなど収蔵庫
内で比較的取り出しが容易な場所にあった優先順位の
高い資料・作品の搬出を並行して行った。
　また、ネットワーク推進室等を通じレスキュー協力
の申し出のあった団体と調整・依頼し、11 月 14 日か
ら外部支援団体による本格的な収蔵品レスキューが開
始された。9 つの収蔵庫に対する、作業スペースや搬
出ルートの確保もあり、全ての収蔵庫から同時に搬出
することはできず、搬出のスケジュールや手順などに
ついて日々、協議・調整しながら行った。
　同時に、施設前広場に収蔵品を仮置きするための仮
設ユニットハウスの建築、仮設電源による電力の復旧、
事務室等の確保、古文書等の紙資料を冷凍保管するた
めの冷凍コンテナの購入や外部冷凍倉庫の借り入れな
ど様々な環境整備も並行して行った。
　なお、被災収蔵品レスキュー活動の 1 年間の記録を、
報告書および動画にまとめているので一度ご覧いただ
ければ幸いである（3）。

5. 収蔵品レスキューにあたっての基本的な考え方
　被災した作品・資料は「修復」を基本としているが、
作品・資料によっては、その取扱いについて判断を
しなければならない。東日本大震災での事例なども調
べたが判断基準を示す文書は見つからなかったことか
ら、レスキューに参加していた専門家等に意見を聞き
ながら、2020 年 3 月に修復等に向けた基本的な考え方
として川崎市のオリジナルで「被災収蔵品に係る修復
等の判断基準」（4）を策定した。
　判断基準は、レスキューの段階に応じた 3 段階に分
け、「レスキュー判定 1」（応急処置前）の段階では、
収蔵品の搬出後、洗浄・乾燥等の安定化処置を行い、
古文書等の紙資料は劣化の進行を抑えるため冷凍保管
を行うこととした。この段階で、「被災状況が酷く、
複製・印刷物などで当館以外でも存在が確認できるも
の」などに当てはまる場合は、所定の手続を経て、「現
状保管」または「廃棄」を判断する場合があるとした。
　次の「レスキュー判定 2」（応急処置後）の段階では、
洗浄などの応急処置を行った収蔵品は、専門家等の「修
復評価」を取得することとした。そして、「専門家等
により修復が極めて厳しいと判断されたもの」は所定
の手続を経て「現状保管」または「廃棄」となる場合
があるとした。
　最後の「レスキュー判定 3」（修復時）の段階では、

図 3　水圧により破壊された第 3収蔵庫の扉

庁内関係部署

①文化庁、②（独）国立文化財機構等

  市市民民文文化化局局対対策策本本部部（（本本部部長長：：市市民民文文化化局局長長））
　　　　　　現現地地対対策策本本部部ととのの連連絡絡調調整整及及びび復復旧旧計計画画等等のの決決定定ななどど

関関係係機機関関（（被被災災収収蔵蔵品品のの復復旧旧計計画画にに関関すするる助助言言・・指指導導ななどど））

教育委員会事務局①市民生活部長、②庶務課長、③企画課担当課長、④市民文化振興室長、⑤関係職員

現地対策本部（①収蔵品の搬出・洗浄・仮収蔵に関する計画の調整・実施、②収蔵品救出に必要な現場措置の調整・実施）、③報道対応

①市民文化局企画課、②市民文化振興室、③教育委員会事務局文化財課、④市民ミュージアム指定管理者（アクティオ、東急コミュニティ）

技技術術的的支支援援、、情情報報共共有有

技術的支援、情報共有

市民ミュージアム復旧体制

図 4　市民ミュージアム復旧体制
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専門家等の修復評価を得た収蔵品は、基本的に修復す
るが、「専門家等により修復が極めて厳しいと判断さ
れたもの」を中心とした一部の資料は「現状保管」と
すると整理した。

 
 

6. 被災収蔵品の安定化・修復等に関する処理手順等
　収蔵庫から被災収蔵品を搬出し、応急処置を施して
いく中で、安定化処理や修復等に向けては、方針等に
基づき作業を進めていく必要がある。そこで、東日本
大震災での事例などを参考に修復等の専門家等の意見
を聞きながら、「被災収蔵品に関する安定化及び修復
等の処理手順」（5）を 2020 年 7 月に策定し、作品等の
素材・材質に応じて工程を整理した。
　例えば、民具などは、洗浄・カビ払い後に乾燥させ
て薫蒸後に素材に応じた修復を行うなどとしている。
他の素材・材質の処理手順についても、基本的には定
めた手順で行うこととしているものの、状態に応じ、
随時見直し、処理手順を確立することとしている。

7. 処分に関する運用基準
　前述の 2020 年 3 月に作成した「被災収蔵品に係る
修復等の判断基準」の中で、「被災状況が酷く、複製・
印刷物などで当館以外でも存在が確認できるもの」な
どに当てはまる場合は、「所定の手続」を経て、「現状
保管」または「廃棄」を判断する場合があるとしたこ
とから、「所定の手続」などを規定した処分に関する
運用基準を 7 月に定めた。例えば、「被災状況が酷く、
素材が変質するなどして、劣化または破損をしており、
原形に戻すことが困難で、収蔵品の価値が損なわれて
いる場合」には、寄贈品であれば寄贈者からの承諾、
他の美術館などに同一の資料等の有無の確認、文化的・
歴史的・金銭的価値の把握など「所定の手続」を定め
ている。2021 年 1 月と 3 月に、所定の手続により、漫
画などの他館でも存在が確認できた複製物など約 4 万

3,000 点を処分することで市議会への報告、報道発表
を行った（6）。

8. 被災収蔵品のレスキューにあたって
　被災から約 1 年 6 か月を経過した現在（執筆時点）、
被災収蔵品数約 22 万 9,000 点のうち応急処置済が約
4 万 8,000 点、修復を施しているものが約 4,200 点で、
まだまだ先が見えない状況である。
　今回の被災で対応に苦慮しているのは、被災収蔵品
と既存台帳との突合である。収蔵庫から出す時点で資
料等の撮影や保管場所等を記した出庫管理表を作成し
ているものの、資料等に付けていた「資料カード」も
水に浸かって外れてしまっているものがほとんどのた
め、台帳との照合ができないものが民俗資料には多く
ある。また、今後、冷凍保管している古文書等の紙資
料の解凍・乾燥作業を進めていくが、冷凍している紙
資料等はコンテナボックスで約 1,200 箱あることから、
解凍、乾燥、洗浄等の応急処置をしつつ、台帳との突
合作業をしていかなければならないなど、相当な長い
期間を要して進めていかなければならないことを覚悟
している。
　リスク管理の面からも、収蔵品台帳を完備し、資料
等の整理をすることが万一の備えにもなるため、これ
を読まれている博物館等の関係者は是非とも取り組ん
でいただきたいと考える。

9. 新たなミュージアムに向けて
　新たなミュージアムをどうするかの検討も行ってい
る。本市では、附属機関である川崎市文化芸術振興会
議に、学識者で構成する「市民ミュージアムあり方検
討部会」（以下「あり方検討部会」）（7）を設置し、本市
に求められる博物館機能、美術館機能などについての
意見をとりまとめ、2021 年 10 月を目途に「市民ミュー
ジアムあり方方針」として公表する予定である。
　市民ミュージアムは、博物館、美術館の複合文化施
設として開館したが、開館から 30 年以上が経過し、
開館時とは社会環境が変わってきた。その変化への対
応や、運営してきた課題を整理しつつ、最近の他都市
博物館、美術館の動向、市民アンケート結果を踏まえ、
外部有識者の意見を聞きながら、本市に必要とされる

「博物館」、「美術館」機能等を今まさに検討している。
　本稿執筆時点では、あり方検討部会を既に 3 回開催
し、施設の課題を先行して検討し、台風による自然災
害の教訓を踏まえ「被災リスクの少ない場所での再建」
という意見が寄せられ、市もその方向で検討を進めて
いる。博物館機能、美術館機能については 4 回目以降
に検討することで現在準備を進めているところであ
る。

保保 存存

川川崎崎市市市市民民ミミュューージジアアムム 被被災災収収蔵蔵品品にに係係るる修修復復等等のの判判断断基基準準ににつついいてて

被被 災災 収収 蔵蔵 品品

廃廃棄棄

冷冷凍凍保保管管

洗洗浄浄・・乾乾燥燥・・くくんん蒸蒸・・カカビビ払払いい等等（（安安定定化化））

レレススキキュューー判判定定１１（（応応急急処処置置前前））

修修 復復 評評 価価 取取 得得

（（長長期期のの現現状状維維持持がが可可能能））

現現状状保保管管修修 復復

応応急急処処置置をを行行っったた収収蔵蔵品品はは、、基基本本的的にに専専門門家家等等にに修修復復評評価価をを依依頼頼すするる。。

なお、以下の基準に該当する場合は、「修復不要」あるいは所定の手続きを経て「現状保管」または「廃棄」
を判断する。

１ 応急処置の段階で、修復の必要がないと判断されたもの
→ 「修復不要」

２ 応急処置の段階で、専門家等により、修復が極めて厳しいと判断されたもの
→ 所定の手続きを経て「現状保管」または「廃棄」

レレススキキュューー判判定定２２ （（応応急急処処置置後後））

収収蔵蔵庫庫かからら搬搬出出ししたた被被災災収収蔵蔵品品はは、、基基本本的的にに応応急急処処置置ととししてて洗洗浄浄・・乾乾燥燥・・くくんん蒸蒸・・カカビビ払払いい等等のの
安安定定化化処処置置をを行行うう。。古古文文書書等等のの紙紙資資料料ににつついいててはは、、劣劣化化のの進進行行をを抑抑ええるるたためめ冷冷凍凍保保管管をを行行うう。。

なお、以下の基準に該当する場合は、所定の手続き※※３３を経て「現状保管」または「廃棄」を判断する。

1 収蔵庫から流出、あるいは溶けて現物が確認できなかったもの
2 被災状況が酷く、複製・印刷物などで当館以外でも存在が確認できるもの
3 作品・資料で、素材が変質して崩壊し、原形にもどすことが困難なもの

レレススキキュューー判判定定１１ （（応応急急処処置置前前））

専専門門家家等等のの修修復復評評価価をを得得たた収収蔵蔵品品はは、、基基本本的的にに修修復復すするる。。

なお、以下の基準に該当する場合は、「修復」または「現状保管」を判断する。

１ 専門家等の修復評価において、一定程度は修復できると判断されたもの
→ 「修復」 または「現状保管」

２ 専門家等の修復評価において、修復が極めて厳しいと判断されたもの
→ 「現状保管」

レレススキキュューー判判定定３３ （（修修復復時時））

レレススキキュューー判判定定２２（（応応急急処処置置後後））

レレススキキュューー判判定定３３（（修修復復時時））

※１「修復評価」 ：修復レベル、修復による効果、修復の期間、修復に係る費用等に関する意見等。
※２「現状保管」 ：安定化された状態で保管すること。
※３「所定の手続き」：寄託者・寄贈者等の承諾や、収蔵品データベース登載の確認など。

所所定定のの手手続続きき

搬搬出出

【【基基本本的的なな考考ええ方方】】 専専門門家家のの意意見見等等をを踏踏ままええななががらら、、修修復復にに取取りり組組むむ。。たただだしし、、収収蔵蔵品品のの被被災災状状況況やや修修復復評評価価※※１１等等のの内内容容にに応応じじ、、各各レレススキキュューー判判定定でで
「「現現状状保保管管」」※※２２やや例例外外的的にに「「廃廃棄棄」」のの判判断断をを行行うう場場合合ががああるる。。

修修復復
不不要要

所定の手続きを経て
「現状保管」

または
「廃棄」

図 5　被災収蔵品等に係る修復等の判断基準
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　個人的には、博物館に関しては「地域歴史博物館」
として本市の成り立ちがわかる資料等の収集、展示、
調査研究などを行っていくことは否定されるものでは
ないが、美術館はどのような美術館を目指していくの
かが、本当に難しいと考えている。今までやってきた
ことを単に課題を整理して継続するなら簡単ではある
と思われるが、153 万の現在の市民だけでなく、人口
減少がいずれ訪れる未来に、何を引き継いでいくのか
の見極めが求められている。万人に是とされるものと
するのは不可能ではあるが、一人でも多くの市民が良
いと思ってくれる博物館、美術館を目指したいと考え
ている。
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